
■団体区分 確認用フローチャート

ＹＥＳ ＮＯ

ＮＯ ＹＥＳ

ＮＯ ＹＥＳ

ＮＯ ＹＥＳ

ＮＯ ＹＥＳ

【参考】港区立学校施設等使用事前届出団体とは

「港区立学校施設等使用に伴う使用団体の事前届出及び使用に関す
る要綱」に基づき、団体の構成員の７０％以上が港区在住者である
こと等の条件を満たした団体 です。

 各区分の申込期間

一般団体

届出団体Ｂ

使用不可

届出団体Ａ

活動が学校施設の使用の不承認

事項に該当している団体である

「港区立学校施設等使用事前届出

団体」として登録している団体で

ある

活動実績が定期的で継続している

団体である

（毎週●曜日××時、毎月〇曜日

令和５年９月１日時点で「港区立

学校施設等使用事前届出団体」と

して登録している団体である

■不承認事項の例
・公の秩序又は善良の風俗を害するおそ
れがある団体

・営利を目的とした活動をしている団体
・学校施設の管理上支障がある 等

■「港区立学校施設等使用事前届出団体」は
３年ごとに更新手続きが必要です

手続き漏れの団体は至急ご連絡を！

届出団体Ｂ

届出団体Ｂ

団体の活動が次のいずれかに該当する

①当該学区域の子どもの活動を主とする

②当該地域の区民の活動を主とする

③学校教育と深い関わりがある


